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育　児　休　業 産後パパ育休（出生時育児休業）

休
　
業
　
制
　
度

定　　義
労働者が原則としてその１歳に満たない子を養
育するためにする休業

産後休業をしていない労働者が原則として出生
後８週間以内の子を養育する休業

対象労働者

○労働者（日々雇用を除く。）
○申出時点で、子が１歳６カ月に達する日まで

に労働契約期間が満了することが明らかでな
いこと　

※労使協定で定められた一定の労働者は対象外

○産後休業をしていない労働者（日々雇用除
く。）

○申出時点で、子の出生日又は出産予定日のい
ずれか遅い方から起算して８週間を経過する
日の翌日から６カ月を経過する日までに労働
契約期間が満了することが明らかでないこと

※労使協定で定められた一定の労働者は対象外

対象となる
家族の範囲

子ども（実子、養子を問わない。）

期　　間

○原則、子が１歳（保育所等に入所できない等
の理由がある場合は１歳６カ月から２歳まで
延長可能。）に達するまでの１つの連続した
期間

○父母共に育児休業を取得する場合は、子が１
歳２カ月に達する日まで（パパ・ママ育休プ
ラス）

○原則、子の出生後８週間以内の期間内で通算
４週間（２８日）まで　

※育児休業とは別に取得可能

回　　数 子１人につき原則２回 子１人につき２回

子の看護等休暇

（※）

小学校第３学年修了までの子どもを養育する労働者は、申し出ることにより年５日（子どもが２
人以上であれば年１０日）、病気・けがをした子の看護または子に予防接種・健康診断を受けさせる
こと、感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話、又は子の入園（入学）式、卒園式への参加の
ために、休暇を時間単位で取得することができる

所定外労働の制限
小学校就学の始期に達するまでの子どもを養育する労働者が請求した場合、事業主は所定外労
働をさせてはならない（所定外労働の免除 ）

時間外労働の制限
小学校就学の始期に達するまでの子どもを養育する労働者が請求した場合、事業主は１か月２４時
間、１年１５０時間を超えて時間外労働をさせてはならない

深夜業の制限
小学校就学の始期に達するまでの子どもを養育する労働者が請求した場合、事業主は午後１０時～
午前５時（「深夜」）において労働させてはならない

所定労働時間の

短縮措置等

事業主は、３歳までの子どもを養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度（原則１
日６時間）を設けなければならない
業務の性質上、短時間勤務制度の実施が困難な業務に従事する労働者に対しては、フレックスタ
イム、時差出勤、保育施設の設置運営、テレワークなどの「始業時刻変更等の措置」を講じなけ
ればならない

柔軟な働き方を実現

するための措置等
（令和７年１０月１日施行）

○３歳以上小学校就学前の子を養育する労働者が柔軟な働き方ができるようにするため、以下の
いずれかの制度の中から２つ以上を選択して利用できるようにすること

　・始業時刻等の変更　　　　　　　・テレワーク等（10 日 / 月）　　・保育施設の設置運営等
　・新たな休暇の付与（10 日 / 年）　・短時間勤務制度

労働者は、事業主が講じた措置を利用することができます。

○事業主は、講じた措置について、労働者に対して個別の周知と制度利用の意向確認を行うこと
が義務付けられます。

雇用環境整備
事業主は労働者が育児休業を取得しやすいよう、雇用環境の整備（研修、相談窓口設置等）をし
なければならない

個別の周知・

意向確認・意向聴取

の措置等

妊娠・出産（本人または配偶者）の申出をした労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関す
る事項の周知と休業の取得意向の確認を個別に行わなければならない。また、妊娠・出産（本人
または配偶者）の申出をした時や、子が３歳になるまでの適切な時期に、仕事と育児の両立に関
する事項について、労働者の意向を個別に聴取し、配慮しなければなりません。
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「育児・介護休業法」のうち介護に係る事項

休

業

制

度

定　　　義 ○労働者がその要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業

対象労働者

○労働者（日々雇用を除く。）
○有期契約労働者は、申出時点において介護休業取得予定日から起算して、９３日経過する日か

ら６カ月を経過する日までに、雇用契約が満了することが明かでない

※労使協定で定められた一定の労働者は対象外

対象となる
家族の範囲

○配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫

回数・期間 ○対象家族１人につき３回まで、のべ９３日間まで

介護休暇
○要介護状態の家族を介護する労働者は、申し出ることにより、要介護状態の対象家族が１人

であれば年５日（２人以上であれば年１０日）介護のための休暇を時間単位で取得することが
できる

所定外労働の制限
○要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求した場合、事業主は所定外労働をさせて

はならない（所定外労働の免除） 

時間外労働の制限
○要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求した場合、事業主は１カ月２４時間、１年

１５０時間を超えて時間外労働をさせてはならない 

深夜業の制限
○要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求した場合、事業主は午後１０時～午前５時
（「深夜」）において労働させてはならない 

所定労働時間の
短縮措置等

○要介護状態にある家族を介護する労働者に対して、対象家族１人につき、利用開始から３年
の間で２回までの範囲内で、事業主は次のいずれかの措置を講じなければならない

　　①短時間勤務の制度
　　②フレックスタイム制 　
　　③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
　　④労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度

雇用環境整備
事業主は労働者が仕事と介護の両立支援制度を利用しやすいよう、雇用環境の整備（研修、相
談窓口設置等）を行わなければならない 

個別の周知・意向
確認の措置等

事業主は介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、介護休業制度や介護両立支援制度等
に関する情報を個別に周知し、当該労働者の制度利用に関する意向を確認しなければならない

両立支援制度等に
関する情報提供

労働者が仕事と介護の両立支援制度を十分活用できないまま介護離職に至ることを防止するた
め、事業主は介護に直面する前の早い段階（４０歳等）において、介護休業及び介護両立支援制
度等に関する情報提供を行わなければならない
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 ◇多重債務、悪質商法、その他消費生活に関するトラブルについての相談
名　　称 所　在　地 電話番号

消費者ホットライン
（最寄りの消費生活相談
窓口等に接続します）

各市町村役場、消費生活センター等
188

（全国共通、局番なし）

岡山県消費生活センター
岡山市北区南方 2-13-1 きらめきプラザ５Ｆ
火～日曜日　9：00～16：30

086-226-0999

岡山県消費生活センター
　　　　　　　　津山分室

津山市山下 53
岡山県美作県民局別館１Ｆ　相談室内
月～金曜日　9：00～12：00・13：00～16：30

0868-23-1247

　※祝日・年末年始（12月29日～1月3日）を除く

 ◇配偶者や交際相手からの暴力等についての相談
名　　称 相談受付時間 電話番号

岡山県女性相談支援センター
　　D V夜間・土曜電話相談

月～金曜日
月～金曜日
土曜日 

9:00～16:30
16:30～20:00
9:00～16:30

086-235-6060 
086-235-6101

 

岡山市男女共同参画相談支援センター
（相談ほっとライン）

月・水～土曜日
日曜・祝日

10:00～19:30
10:00～16:30 

086-803-3366

倉敷市男女共同参画推進センター
（ウィズアップくらしき )

火～土曜日 9:00～17:30 086-435-5670

津山配偶者暴力相談支援センター
月・水～金曜日
土・日曜日

10:00～18:00
10:00～17:00 

0868-31-2552

岡山県男女共同参画推進センター
（ウィズセンター）　一般相談専用電話

男性相談専用電話
火～土曜日
第２・第４土曜日

9:30～16:30
13:30～16:30

086-235-3310 
086-221-1270

玉野市男女共同参画相談支援センター 月～金曜日 8:30～16:00 0863-33-7867

笠岡市男女共同参画推進センター
（てらすセンター）

月・水曜日
（祝日の場合は翌日）

13:00～17:00 0865-62-5769

新見市男女共同参画プラザ 水～金曜日 9:15～17:15 0867-72-6159

岡山県備前県民局健康福祉部 月～金曜日 9:00～16:30 086-272-3989

岡山県備中県民局健康福祉部 月～金曜日 9:00～16:30 086-434-7023

岡山県美作県民局健康福祉部 月～金曜日 9:00～16:30 0868-23-0113

岡山弁護士会（女性人権センター） 月～金曜日 9:00～16:30 086-223-4401

　※祝日･年末年始（12月29日～1月3日）を除く（岡山市は祝日実施）

DV休日電話相談　社会福祉法人クムレ
日曜・祝日･
年末年始（12/29～1/ 3）

9:30～16:30 086-441-1899

各警察署でも相談を受け付けています。　　　　　　緊急時は 110番へ

 ◇子ども・若者悩みごと相談
名　　称 所在地・相談受付時間 電話番号

岡山県青少年総合相談センター
（ハートフルおかやま１１０）

岡山市北区南方2-13-1　きらめきプラザ４Ｆ
年中無休（年末年始を除く）8:30～21:30 
LINEで相談できます。
ハートフルおかやま１１０（LINE ID : @hfokayama）
火・木・土曜日（年末年始除く）17:00～21:00

086-224-7110

友だち登録は
こちらから
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